
令和５年度東久留米市物価高騰対応障害福祉サービス等事業者支援金交付要綱 

（目的） 

第１ この要綱は、物価高騰により苦しむ東久留米市内（以下「市内」という。）の障害福祉サ

ービス等を提供する事業者（以下「事業者」という。）の負担を軽減し、事業の継続及び経営

の安定化を図るため、令和５年度東久留米市物価高騰対応障害福祉サービス等事業者支援金

（以下「支援金」という。）を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

 （交付対象者） 

第２ この要綱における支援金の交付対象者は、物価高騰により、現在実施する事業が影響を

受け、かつ、今後も継続の意思がある事業者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも

該当するものとする。 

 （１） 令和５年１２月１日時点で、次のいずれかの事業の提供を行う事業所として市内に

所在し、国、東京都又は東久留米市（以下「市」という。）の指定、許可又は登録を受け

ていること。 

  ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号。以下「総合支援法」という。）第５条第１項に規定する障害福祉サービス 

  イ 総合支援法第５条第１８項に規定する相談支援 

  ウ 総合支援法第５条第２５項に規定する補装具の提供 

  エ 総合支援法第７７条第１項第８号及び同条第３項に規定する地域生活支援事業 

  オ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の２第１項に規定する障害児通

所支援 

  カ 児童福祉法第６条の２の２第７項に規定する障害児相談支援 

  キ その他市長が特に適当と認めるもの 

（２） 令和５年４月から令和５年１２月までの間に、前号のサービスを提供した実績があ

ること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金の交付の対象とし

ない。 

 （１） 東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年東久留

米市条例第１５号）第６条第１項の規定により指定管理者として指定された者 

 （２） 東久留米市児童発達支援センター条例（令和元年東久留米市条例第２７号）第２条

に規定する東久留米市児童発達支援センターわかくさ学園 

（３） 東久留米市暴力団排除条例（平成２４年東久留米市条例第３３号）に規定する暴力

団、暴力団員及び暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）並びに法人その他の団

体の代表者、役員、使用人、従業員及び構成員等が暴力団員等に該当する者 

（４） 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断

する者 

（交付額） 



第３ 支援金は、別表に定めるサービスごとに交付基準額を算定し、交付決定をする年度の予

算の範囲内で交付する。ただし、令和４年度第２次東久留米市原油価格・物価高騰等対応障

害福祉サービス等事業者支援金交付要綱（令和５年東久留米市訓令乙第５９号）による支援

金（以下「令和４年度第２次支援金」という。）の交付を受けている場合は、別表に定めるサ

ービスごとに当該交付額を除いた額を交付額とする。 

２ 別表に定める交付額が令和４年度第２次支援金の交付額を下回るサービスについては、支

援金を交付しない。 

（交付申請） 

第４ 支援金の交付を受けようとする者（以下｢申請者｣という。）は、令和５年度東久留米市物

価高騰対応障害福祉サービス等事業者支援金交付申請書兼口座振込依頼書（様式第１号）に

より市長に申請しなければならない｡ 

（交付決定） 

第５ 市長は、第４の規定による申請があった場合において、当該申請が適切であると認める

ときは、令和５年度東久留米市物価高騰対応障害福祉サービス等事業者支援金交付決定通知

書（様式第２号）により申請者に通知するものとし、交付しないと決定したときは、令和５

年度東久留米市物価高騰対応障害福祉サービス等事業者支援金不交付決定通知書（様式第２

号の２）により申請者に通知するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第６ 市長は、第５の規定により支援金の交付決定を受けた者（以下｢交付事業者｣という。）が

偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消すことがで

きる。この場合において、市長は、交付事業者に対し、令和５年度東久留米市物価高騰対応

障害福祉サービス等事業者支援金交付決定取消通知書（様式第３号）により通知するものと

する。 

（支援金の返還） 

第７ 市長は、第６の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に交付事業

者に支援金が交付されているときは、令和５年度東久留米市物価高騰対応障害福祉サービス

等事業者支援金返還決定通知書（様式第４号）により、期限を定めて返還を命ずるものとす

る｡ 

２ 交付事業者は、前項の規定により支援金の返還を命ぜられたときは、指定された期日まで

に取り消された支援金を返還しなければならない。 

 （報告及び調査等） 

第８ 市長は、支援金の適正な支出のため、必要に応じて交付事業者に対し、報告、調査その

他必要な措置（以下「報告及び調査等」という。）を求めることができる。 

２ 交付事業者は、報告及び調査等の求めがあったときは、これに応じなければならない。 

（委任） 

第９ この要綱及び東久留米市補助金交付規則（昭和４７年東久留米市規則第９号）に定める



もののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

１ この訓令は、令和６年１月１９日から施行する。 

２ この訓令は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、その時までに行った支

援金の交付決定に対する第６から第８までの規定の適用については、その時以後も、なおそ

の効力を有する。 

別表（第３関係） 

サービス名 交付基準額 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定

着支援、計画相談支援／障害児相談支援、地域移行支援、

地域定着支援、居宅訪問型児童発達支援、移動支援 

１事業当たり５０，０００円 

 

生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継

続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援、放課後

等デイサービス、日中一時支援 

令和５年１２月１日時点の定員

数に７，０００円を乗じた額 

施設入所支援、共同生活援助 令和５年１２月１日時点の定員

数に１４，０００円を乗じた額 

補装具の提供、福祉有償運送 １事業当たり１００，０００円 

 ※総合支援法第５条第１８項に規定する計画相談支援及び児童福祉法第６条の２の２第７項

に規定する障害児相談支援の事業を重複して実施する場合については、１事業とみなす。 


